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いつもお世話になりありがとうございます。 

 さて、シルバー人材センターにおいては、全国的に会員の

高齢化で事故率が上がり、重篤化の傾向もみられる中、安全

確保策を早急に強化する必要が生じています。 

近江八幡市シルバー人材センターでも、2006 年度まで

は 60 代であった会員の平均年齢が、現在 75.2 歳となり 

車両運転による事故も多発しております。 

今般、事故防止と会員の生命を守るため、以下の様に変更

させていただきます。 

 

令和 6 年 4 月より、ダンプ車等 

による処分運搬業務は行いません。 
  

ご不便をおかけしますが、何卒ご理解ご協力の程宜しく

お願いいたします。 


